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Tax Analysis 
 

「税関行政処罰裁量基準」の公布 
税関による法執行の更なる明確化 
 
2023年 12月、税関総署は「中華人民共和国税関行政処罰裁量基準（一）」
（税関総署公告 2023年第 182号）、「中華人民共和国税関行政処罰裁量基準
（二）」（税関総署公告 2023年第 187号）、「中華人民共和国税関行政処罰裁
量基準（三）」（税関総署公告 2023年第 198号）（以下、「裁量基準」と総
称）を公布した。「裁量基準」は 2024年 1月 1日より施行される。 
 
今回公布された 3つの裁量基準文書は、それぞれ特定範囲の税関行政処罰案件
に適用され、案件ごとに裁量階次と処罰量定基準が定められている。一般的

に、裁量基準（一）は税金、証明書、輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出入に
関する税関行政処罰案件に、裁量基準（二）は検査検疫に関する税関行政処罰

案件に、裁量基準（三）は知的財産権の保護に関する税関行政処罰案件に適用

される。税関総署による初の行政処罰裁量基準の公布を受け、税関による法執

行の一貫性と透明性に対する企業側の期待の高まりが予想される。また、企業

の将来の輸出入活動において、裁量基準は重要なガイダンスの一つになること

が想定される。 
 
一、背景 
 
裁量基準は、「国務院弁公庁：行政裁量権基準の制定と管理活動のさらなる規

範化に関する意見」（国弁発[2022]27号）の方針に則り、税関による行政処罰
裁量権の行使を規範化し、国民、法人その他の組織の合法的な権益を保障する

ことを目的として公布された。裁量基準は、税関法令における一部の原則的な

規定や、一定の裁量余地が設けられている法執行権限・裁量幅などの内容に対

して数量化や具体化を行い、税関総署公告の形で法執行の基準を社会に公表す

ることで、税関による法執行の一貫性を高め、法執行における一貫性や柔軟性

の不足、及び処罰量定不当などの回避を図るものとなっている。 
 
二、ハイライト 
 
（一）税関法執行における「初犯不処罰」ルールの明確化 
 
「行政処罰法」第 33条第 1項に、「初犯で被害が軽微であり、かつ適時に被害
回復がなされている場合、不処罰にする」と定められている（いわゆる「初犯

不処罰」ルール）。裁量基準は、税関法執行における「初犯不処罰」ルールの

適用について明確化すると共に、「初犯」の定義について定めた。裁量基準

（一）の添付である「税関行政処罰における『初犯不処罰』事項リスト
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1  法律上及び道徳上、回避されるべき行為を行うにあたり行為者を支配する故意または過失を「過錯」という 

（一）」を例に挙げると、当該リストにいう「初犯」とは、「当該法令違反行

為の発生日以前の 24か月において、当事者に密輸行為への関与、或いは税関監
督管理規定の違反に関する行政・刑事違法記録がない」ことを指す。 
 
裁量基準（一）によれば、税金、証明書、輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出
入に関する税関行政処罰案件における「初犯不処罰」ルールの適用対象が「税

関行政処罰における『初犯不処罰』事項リスト（一）」に列挙されている法令

違反行為に該当し、初犯かつ適時に被害回復がなされている場合、不処罰とな

る。リストに列挙されている法令違反行為は、原則として、対象の貨物・物品

に関する金額要件が設けられる。例えば、輸出入制限類貨物を輸入したもの

の、税関に申告する際に輸入許可証を提示できない場合、「初犯不処罰」ルー

ルの適用を申請する前提条件として、対象貨物の価値が 10万元未満、また、申
告義務不履行或いは不実申告に該当し、国の許可証管理に影響を与えた場合、

対象貨物の価値が 5万元未満でなければならない。 
 
（二）裁量階次ごとの裁量幅設定 
 
裁量基準では、裁量階次として「不処罰、処罰減軽、酌量減軽、通常量定、酌

量加重」の 5段階が設けられ、裁量階次ごとに裁量幅が設定されている。税関
法令違反行為に対する裁量基準として、対象貨物の価値、過少納付税額、対象

物品の価値などの過料計算ベースを設け、法令違反の情状に基づく過料の最大

値・最小値の規定や裁量階次ごとの裁量幅設定を通じて、情状に見合った処罰

量定を確保する。 
 
1. 不処罰 
 
裁量基準では、「行政処罰法」の不処罰ルールに従い、税関による法執行にお

ける不処罰の適用対象（主に「主観的過錯1」を伴わない法令違反行為、発生か

ら 2年以上経過した法令違反行為、被害が軽微である法令違反行為、初犯など
を含む）が明確化されている。 
 
前述した「初犯不処罰」のほか、被害が軽微であり、かつ適時に被害回復がな

されている場合（以下、「被害軽微」）も不処罰となる。裁量基準（一）で

は、税金、証明書、輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出入に関する税関行政処
罰案件における「被害軽微」に該当する行為が列挙されている。例えば、企業

の不実申告により、税関統計の正確性に影響を与えたものの、対象貨物の価値

が 20万人民元未満である場合、或いは企業の不実申告により、国の許可証管理
に影響を与えたものの、対象貨物の価値が 3万人民元未満である場合、適時に
被害回復がなされているのであれば、被害軽微に該当し、税関は不処罰とする

ことができる。 
 
なお、留意点として、企業が税関監督管理規定に違反し、税関から是正通知を

受けた後、1年以内に同一の違反行為を行った場合に、税関は、「被害軽微」に
該当しないとして、不処罰ルールの適用外とすることができる。 
 
2.処罰減軽 
 
税関による行政法執行の視点でいう処罰減軽とは、税関が法令違反者に対し

て、法令で定められた処罰方式と処罰量定の下限以下で行政処罰を与えること

を指す。裁量基準（一）では、実務上よく見受けられる税金、証明書、輸出入

禁止・制限類貨物/物品の輸出入に関する税関行政処罰案件における、処罰減軽
の適用対象となる状況や情状が列挙されている。例えば： 
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• 自主開示：税関が把握していない法令違反行為を自主開示する場合 
• 許可証管理に関わらない法令違反行為：税関監督管理規定に違反した（例えば、保税監督管理貨物の輸送、保管な

どの記録に不実があり、かつ正当な理由がないこと）ものの、国の輸出入禁止・制限品目の管理、租税徴収管理、

外貨管理、輸出税額還付管理に影響を与えない場合 
• 少額な税金過少納付：国の租税徴収管理に影響を与えたものの、過少納付税額が納付すべき税額に占める割合が

10%未満であり、かつ企業の法令違反行為による過少納付税額が 25万人民元未満であるか、個人の法令違反行為
による過少納付税額が 5万人民元未満である場合 

• 少額な税金過多還付：国の租税徴収管理に影響を与えたものの、過多還付税額が申告価格に占める割合が 10%未満
である場合 

 
裁量基準（一）では、過料を科す行政処罰において、処罰減軽を適用する場合の処罰量定基準が明確化されている。処

罰減軽を適用する場合、対象貨物の価値を計算ベースとする場合、対象貨物の価値の 5%以下に相当する過料を科し、過
少納付税額を計算ベースとする場合、過少納付税額の 30%以下に相当する過料を科す。 
 
3. 酌量減軽 
 
税関による行政法執行の視点でいう酌量減軽とは、税関が法令違反者に対して、法令で定められた処罰方式と処罰量定

の酌量範囲内で、比較的軽い処罰方式を採用するか、比較的軽い行政処罰を与えることを指す。裁量基準によれば、企

業が税関の調査に協力的な姿勢を示し、自身の法令違反を認め処罰を受け入れ、積極的に被害結果の除去または軽減に

努め、被害結果が軽微であるなどの情状が認められる場合、原則として酌量減軽の適用を受けられる。具体的には、下

記の情状が該当する。 
 
• 税関の調査と処罰に協力的な姿勢を示す：「税関の調査と処罰に協力的な姿勢を示す」とは、当事者が税関の調査

に協力することで、事実関係の究明や処罰量定に寄与し、かつ必要に応じて、規定通りに保証を提供することを指

す。実務上、企業が税関の要求に従い、案件関連の証憑資料（財務証憑、貿易証憑、社内業務連絡記録などを含む

が、これらに限らない）を漏れなく提供し、事実の隠蔽または証憑の偽造を行わないなどの情状がこれに該当する。

「自身の法令違反を認め処罰を受け入れる」とは、当事者が自身の法令違反行為を事実通りに供述し、事実関係を

認め、書面を以て税関の処罰を受け入れる意思を表明することを指す。 
• 積極的に被害結果の除去または軽減に努める：例を挙げると、税関調査期間中に、規定通りに関連の税関手続きを

行い、かつ税関から処罰を言い渡される前に、保証金を全額納付し、税金を追納する意思を表明する場合、「積極

的に被害結果の除去または軽減に努める」に該当する。 
• 少額な税金過少納付：国の租税徴収管理に影響を与えたものの、過少納付税額が納付すべき税額に占める割合が

10%以上 20%未満であり、かつ企業の法令違反行為による過少納付税額が 25万人民元以上 50万人民元未満であ
る場合、「少額な税金過少納付」に該当する。 

 
裁量基準では、過料を科す行政処罰において、酌量減軽を適用する場合の処罰量定基準が明確化されている。例を挙げ

ると、税金、証明書、輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出入に関する税関行政処罰案件に対する過料徴収に酌量減軽を
適用する際、対象貨物の価値を計算ベースとする場合、対象貨物の価値の 5%以上 10%以下に相当する過料を科し、過
少納付税額を計算ベースとする場合、過少納付税額の 30%以上 60%以下に相当する過料を科す。 
 
4. 通常量定 
 
不処罰、処罰減軽、酌量減軽及び酌量加重が適用されない情状に対して、税関は通常量定で処理する。 
 
例を挙げると、税金、証明書、輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出入に関する税関行政処罰案件に対する過料徴収に通
常量定を適用する際、対象貨物の価値を計算ベースとする場合、対象貨物の価値の 10%以上 15%以下（これまでの実務
において採用されている「対象貨物の価値の 8%以上 10%以下に相当する過料」よりも高く設定されている）に相当す
る過料を科し、過少納付税額を計算ベースとする場合、過少納付税額の 60%以上 100%以下（これまでの実務において
採用されている「過少納付税額の追納＋過少納付税額の 100%に相当する過料」よりも低く設定されている）に相当す
る過料を科す。 
 
5. 酌量加重 
 
税関による行政法執行の視点でいう酌量加重とは、税関が法令違反者に対して、法令で定められた酌量範囲内で、比較

的重い処罰方式か、行政処罰を与えることを指す。裁量基準によれば、暴力・脅迫・事実隠蔽・証拠隠滅等により税関

の法執行を妨害すること、密輸で処罰された後 2年以内に再び密輸を行うこと、税関監督管理規定違反で処罰を受けた
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後 1 年以内に再び同一の違反を行うことなどの情状が、「酌量加重」の適用対象となる。例を挙げると、税金、証明書、
輸出入禁止・制限類貨物/物品の輸出入に関する税関行政処罰案件に対する過料徴収に酌量加重を適用する際、対象貨物
の価値を計算ベースとする場合、対象貨物の価値の 15%以上 30%以下に相当する過料を科し、過少納付税額を計算ベー
スとする場合、過少納付税額の 100%以上 200%以下に相当する過料を科す。 
 
考察とアドバイス 
 
裁量基準は、税関の行政法執行に関する現行規定に対する解釈と具体化であり、裁量基準の作成と公布は、税関による

法執行の規範化、及び企業のコンプライアンス向上に寄与することが期待される。企業は個々の案件に対して、情状を

踏まえて適用される可能性のある裁量階次について分析することができ、また、「不処罰」「処罰減軽」「酌量減軽」

「酌量加重」の適用対象となる情状を識別し、裁量階次ごとの裁量幅を踏まえた上で、処罰方式と処罰量定を想定し、

税関とのコミュニケーションや交渉の参考することができる。税関行政法執行案件に対する私どもの考察から見て、多

くの企業にとって、どのようにして「不処罰」「処罰減軽」「酌量減軽」を求め、「酌量加重」を回避し、過料を減少

させるかは、税関関連業務コンプライアンス上の留意すべき要点となっている。私どもの経験上、税関行政処罰案件に

おいて、企業は税関との意思疎通に際して、下記の対応策を検討することが推奨される。 
 
テクニカル上の各種予備知識の把握 
 
多くの企業にとって、裁量基準を踏まえて処罰量定を想定するためには、テクニカル上の各種予備知識の把握が求めら

れる。処罰量定基準を例に挙げると、税関監督管理規定に違反した案件において、過料は通常、対象貨物の価値、対象

物品の価値、過少納付税額などの計算ベースに基づき計算されるが、その内、対象貨物の価値は、法令違反の情状に基

づき計算する必要がある。企業の不実申告により税関統計の正確性または税関監督管理に影響を与えた場合、対象貨物

の価値は、実際の輸出入貨物の価値で計算され、その内、対象貨物の数量または価格の不実申告に該当する場合、対象

貨物価値は貨物の申告価値と実際の価値との差額で計算される。上述のように、不実申告に対する税関行政処罰の量定

を想定する際に、法令違反情状と被害結果の種類を正確に識別する必要があり、そのためには、予備知識として税関関

連の専門知識の把握が求められる。従って、関連する企業は、税関関連業務に求められる専門能力を強化すると共に、

税関と意思疎通を行う前に、各種予備知識を把握することでテクニカル上正しい判断を行えるよう、必要に応じて専門

機関にサポートを求めることが推奨される。 
 
必要資料の整備 
 
税関に「不処罰」「処罰減軽」「酌量減軽」の適用を主張する場合、適切な証拠と情報を提供できるよう確保する必要

がある。裁量基準は、「不処罰」「処罰減軽」「酌量減軽」を求める企業に有用なガイダンスを提供する一方、「不処

罰」「処罰減軽」「酌量減軽」の適用対象となる情状の存在を証明する文書・資料をどのような形で提供すべきかにつ

いては、詳しく説明していない。例えば、裁量基準では、「当事者に主観的過錯がないことを証明できる十分な証拠が

あれば、不処罰にする」と定められているが、どのような証拠を提供すべきか、「十分な証拠」に該当するか否かをど

のように判断すべきかについては、言及されていない。企業は、個々の案件に対して、ケースバイケースで必要資料を

整備する必要があると考えられる。例えば、一部のハイテク商品（集積回路など）の関税分類案件において不実申告を

疑われた場合、企業は、「自身に主観的過錯がない」ことを裏付ける情状として、「対象商品の関税分類はテクニカル

上複雑であること」を証明する客観的な証拠資料を十分に用意すると共に、対象商品の型番、生産工程、製品の構造・

機能・運用分野などを踏まえて、「対象商品の関税分類が困難である」ことを検証することが推奨される。 
 
政策の活用 
 
近年、税関総署は企業の自主的なコンプライアンス向上を奨励するために、複数の輸出入企業向け優遇政策を打ち出し

ている。関連する企業は、税関関連業務管理における総合的な能力を高め、政策の活用を通じて経営効率を向上させる

ことが推奨される。裁量基準の「初犯不処罰」ルールを例に挙げると、不実申告に起因する税金の過少納付に対して

「初犯不処罰」を申請する場合、「過少納付税額が 1万人民元未満」という要件が存在する。規模の大きい輸出入取引
に従事する企業にとって、上述の金額要件の充足は困難であり、その影響で、税金過少納付案件に対する「初犯不処

罰」の申請が難しくなる可能性がある。その場合、「自主開示2」政策を活用することが推奨される。具体的には、企業

が租税関係の法令違反行為を発生日から 6か月以内に自主的に開示し、或いは、租税関係の法令違反行為を発生日から
6か月以上 2年以内に自主的に税関に開示し、且つ、申告漏れ又は過少納付の税額が納付すべき税額に占める比率が

 
2 中国税関の自主開示政策ついては、デロイト中国発 2023年 10月の Tax Analysisをご参照ください。 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2023/deloitte-cn-tax-tap3802023-zh-231011.pdf 
日本語翻訳版：https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2023/deloitte-cn-tax-tap3802023-jp-231011.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2023/deloitte-cn-tax-tap3802023-zh-231011.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/tax/ta-2023/deloitte-cn-tax-tap3802023-jp-231011.pdf
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30%以下（或いは申告漏れ又は過少納付の税額が 100万人民元以下）である場合、税関は不処罰にすることができ、後
者のほうが、金額要件がない分、不処罰にされる可能性がより高いと考えられる。輸出入企業は、より自身の実情に適

した政策を選択できるよう、各種税関法令や政策を詳しく把握することが推奨される。 
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